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告 示 

 

滋賀県告示第258号 

滋賀県木材業者および製材業者登録条例（昭和29年滋賀県条例第66号）第５条第１項の規定に基づき、木材業者お

よび製材業者として、次の者を登録した。 

この登録業者の名簿は、滋賀県琵琶湖環境部びわ湖材流通推進課および西部・南部森林整備事務所高島支所に備え

置き一般に供覧する。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

地 方 

機関名 

木   材   業   者 製   材   業   者 

住     所 氏     名 住     所 氏     名 

西部・ 

南部森 

林整備 

事務所 

高島支 

所 

高島市マキノ町小荒路 

864番地１ 

株式会社コホク 

代表取締役 大賀弥一 

郎 

高島市鴨1804番地３ 山田木材株式会社 

代表取締役 山田直樹 

高島市朽木桑原129番地 栗本林業 

栗本慶一 

高島市勝野1750番地 大溝工業株式会社 

代表取締役社長 阪田敏 

郎 

高島市マキノ町小荒路 

934番地２ 

射庭林業有限会社 

代表取締役 射庭喜八 

郎 

高島市勝野3047番地 広部木材有限会社 

代表取締役 廣部千鶴子 

高島市安曇川町上小川

59番地２ 

有限会社クリエイト・ 

マエダ 

代表取締役 前田満智 

子 

高島市新旭町安井川60 

番地３ 

三栄木工株式会社 

代表取締役 宮川銑藏 
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 高島市勝野1724番地 光洋木材 

代表者 西川幸祐 

高島市安曇川町中野84 

番地１ 

株式会社ウッディー広瀬 

代表取締役 冨本由紀夫 

高島市新旭町熊野本327

番地 

有限会社ヨシモク 

代表取締役 伊場義則 

高島市安曇川町南船木 

913番地１ 

岡本木材株式会社 

代表取締役 岡本俊顕 

高 島 市 今 津 町 岸 脇 

914－４ 

有限会社窪内林産工業 

取締役 窪内晃 

  

高島市朽木市場554番地 上田林業株式会社 

代表取締役 久保井功 

  

高島市今津町福岡921番

地５ 

有限会社ノシバ商店 

代表取締役 久保田義 

樹 

  

高島市鴨1568－１サン

ロイヤルかもがわ307号 

株式会社志賀郷杜栄高 

島支店 

高島支店長 中田澄 

  

高島市今津町今津269－

１ 

株式会社かつらだ滋賀 

事務所 

所長 森上啓三朗 

  

高島市朽木野尻364－２ 高島市森林組合 

代表理事組合長 清水 

安治 

  

 

滋賀県告示第259号 

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、次の森林を保安林予定森林とする旨、農林水産大臣から通知

があった。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 保安林予定森林の所在場所 長浜市木之本町川合字里ノ内1275、1275－３から1275－16 まで、1275－21、1305、

1305－１ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標

準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度ならびに植栽の方法、期間および樹種 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋賀県琵琶湖環境部森林保全課および長浜市役所に備え置いて縦覧

に供する。）  

 

滋賀県告示第260号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支

援医療機関として、次のものを指定した。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

精神通院医療機関 

名 称 所 在 地 医療の種類 医師等の氏名 指定年月日 

訪問看護ステーションぷらす 

はぁつ 

大津市石山寺二丁目22－38 

ノーウェジアンウッド石山 

寺101 

訪問看護 － 令和８.４.１ 

訪問看護ステーションみこし 大津市枝三丁目７番11号 訪問看護 － 令和８.４.１ 
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ユタカ薬局大津唐崎 大津市唐崎一丁目21番５号 薬局 亀 田 里紗子 令和８.４.１ 

訪問看護ステーションことほ 

ぎ大津京 

大津市桜野町一丁目15－４ 

コーポ協和102号室 
訪問看護 － 令和８.４.１ 

ともちか薬局 彦根市中央町１－18 薬局 友 近 祐 真 令和８.４.１ 

あろは南草津訪問看護ステー 

ション 

草津市追分南六丁目20番１ 

号 
訪問看護 － 令和８.４.１ 

おうみ在宅クリニック訪問看 

護ステーション 
守山市二町町195番地４ 訪問看護 － 令和８.４.１ 

Ｎアートくつき訪問看護ス 

テーション 
高島市朽木宮前坊476 訪問看護 － 令和８.４.１ 

Ｖ・ｄｒｕｇ東近江東今崎薬 

局 
東近江市東今崎町１番７号 薬局 福 井 秀 美 令和８.４.１ 

訪問看護ステーションまほろ 

ば 
彦根市京町三丁目８－７ 訪問看護 － 令和８.５.１ 

公益財団法人豊郷病院ひこね 

診療所 

彦根市大東町９－16上野ビ 

ル本館２階 

病院・診療 

所 
成 田   実 令和８.５.１ 

そるりも訪問看護ステーショ 

ン 

草津市笠山一丁目８番35リ 

バティヒルズ405－107号 
訪問看護 － 令和８.５.１ 

訪問看護ステーションかがや 

き八日市 

東近江市八日市金屋二丁目 

２－７ 
訪問看護 － 令和８.５.１ 

 

滋賀県告示第261号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項の指定自立支

援医療機関として、次のものを指定した。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

更生医療機関および育成医療機関 

自 立 支 援 

医療の種類 
名   称 所    在    地 

医療の 

種 類 
医師等の氏名 指定年月日 

更生医療・ 

育成医療 
ともちか薬局 彦根市中央町１－18 薬局 友 近 祐 真 令和８.４.１ 

更生医療・ 

育成医療 

おうみ在宅クリ 

ニック訪問看護ス 

テーション 

守山市二町町195番地４ 
訪問看 

護 
― 令和８.４.１ 

更生医療・ 

育成医療 

Ｎアートくつき訪 

問看護ステーショ 

ン 

高島市朽木宮前坊476 
訪問看 

護 
― 令和８.４.１ 

更生医療・ 

育成医療 

Ｖ・ｄｒｕｇ東近 

江東今崎薬局 
東近江市東今崎町１番７号 薬局 福 井 秀 美 令和８.４.１ 

更生医療・ 

育成医療 

訪問看護ステー 

ションかがやき八 

日市 

東近江市八日市金屋二丁目２－ 

７ 

訪問看 

護 
― 令和８.５.１ 

更生医療・ 

育成医療 

そるりも訪問看護 

ステーション 

草津市笠山一丁目８番35リバ 

ティヒルズ405－107号 

訪問看

護 
― 令和８.５.１ 

更生医療・ 

育成医療 

あろは南草津訪問 

看護ステーション 
草津市追分南六丁目20番１号 

訪問看

護 
― 令和８.５.１ 

更生医療・ 

育成医療 

訪問看護ステー 

ションまほろば 
彦根市京町三丁目８－７ 

訪問看 

護 
― 令和８.５.１ 
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滋賀県告示第262号 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第４条の規定に基づき、

滋賀県特定調達契約の滋賀県希望が丘文化公園活性化事業に係る一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格等

を次のとおり定める。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 申請できる業種および営業種目 

(1) 業種 滋賀県希望が丘文化公園活性化事業に関する業務 

(2) 営業種目 特に定めない。 

２ 申請書類および配布開始時期 

(1) 申請書類 

ア 競争入札参加資格審査申請書 

イ 登記事項証明書（申請をする日において発行後３か月を経過していないものに限る。）またはその写し 

ウ 法人税、消費税および地方消費税に未納がないことを証する納税証明書（申請をする日において発行後３か

月を経過していないものに限る。）またはその写し 

エ 営業所等の長に競争入札に関する権限を委任する者にあっては、その委任状 

(2) 配布開始時期 令和８年５月22日(金)午前10時 

３ 申請書類の提出期間等 

(1) 提出期間 令和８年７月３日(金)から令和８年７月８日(水)まで（土曜日および日曜日を除く。）の午前９時

から午後５時までとし、令和８年７月８日は午後３時までとする（ただし、持参の場合は正午から午後１時まで

を除く。）。 

(2) 提出方法 持参または郵送（配達の記録が残る方法に限るものとし、提出期間内に必着すること。）によるも

のとする。 

(3) 提出場所 滋賀県交通まちづくり部ＴＨＥシガパーク推進課 〒520－8577 大津市京町四丁目1番1号 電話 

 077－528－4169 

４ 申請書類の配布場所 滋賀県ホームページからダウンロードすること。 

ＵＲＬ：https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bunakasports/bunkageizyutsu/342308.html 

５ 申請書類に使用する言語 日本語 

６ 入札に参加することができない者 

(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第９条各号のいずれ

かに該当する者 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者 

(3) 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次のいずれかに該当する者 

ア 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 

イ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

ウ 破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 

エ 会社法（平成17年法律第86号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 

オ 銀行取引停止処分がなされている者 

(4) 法人税、消費税、地方消費税、法人住民税および法人事業税を滞納している者 

(5) 滋賀県物品関係入札参加停止基準および滋賀県建設工事等入札参加停止基準に基づく入札参加停止を受けてい

る者 

(6) 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号のいずれかに該当する者 

(7) 入札公告日以前３か月において、滋賀県発注の建築一式工事、電気設備工事、給排水冷暖房工事、造園工事お

よび建築設計等委託業務成績評定要領に規定する委託業務で評定点60点未満の成績評定通知を受けた者であるこ

と。 

(8) 県が本事業について、アドバイザリー業務を委託している以下の者および以下の者と資本面または人事面にお

いて関連のある者であること。 

ア パシフィックコンサルタンツ株式会社 

イ アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

※ 「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、また
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はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当

該企業の代表権を有する役員を兼ねている場合をいう。 

(9) 滋賀県ＰＦＩ事業者等選定委員会の委員が属する企業またはその企業と資本面もしくは人事面において関連の

ある者 

７ 資格審査の結果 申請者には、特定調達契約競争入札参加資格審査結果通知書により通知するとともに、資格を

有すると認められる者にあっては、特定調達契約競争入札参加資格者名簿に登録する。 

８ 資格の有効期間 決定した資格を通知した日から令和９年７月31日までとする。 

 

公 告 

 

彦根長浜都市計画室町土地区画整理事業換地処分公告 

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第103条第１項の規定により、彦根長浜都市計画室町土地区画整理事業に

ついて換地処分があった。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定に基づく開発行為に関する工事の完了届に対し、同条第２

項の規定に基づき、次のとおり検査済証を交付した。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

開発許可を受けた者 

の 住 所 ・ 氏 名 
開 発 区 域 の 名 称 面  積 

検 査 済 証 

交付年月日 番  号 

蒲生郡竜王町鵜川476番地１ 

社会福祉法人やまびこ福祉 

会  

理事長 小林江里子 

蒲生郡竜王町大字山之上字 

西山2279番、2279番１ 
2,068.85㎡ 令和８.５.15 6596 

 

一般競争入札の公告 

滋賀県希望が丘文化公園活性化事業に係る契約について、次のとおり特定調達契約に係る総合評価一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６第１項の規定により公告

する。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 入札に付する事項 

(1) 事業名 滋賀県希望が丘文化公園活性化事業 

(2) 事業場所 蒲生郡竜王町薬師1178 ほか 

(3) 事業概要 入札説明書による。 

(4) 事業期間 契約成立の日の翌日から令和28年３月31日まで 

(5) 予定価格 13,224,180,000円（消費税および地方消費税の額を含む。） 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

(1) 入札参加者の構成等 

ア 入札参加者の構成  

(ア) 入札参加者は、本施設の設計業務に当たる者、建設業務に当たる者、工事監理業務に当たる者、維持管理

業務に当たる者および運営業務に当たる者を含むグループ（以下「参加グループ」という。）であることと

する。 

(イ) 参加グループは、特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）に出資する企業でＳＰＣから直接業務を請け

負う者（以下「構成員」という。）およびＳＰＣに出資しない企業でＳＰＣから直接業務を請け負う者（以

下「協力企業」という。）で構成すること。参加グループは、構成員のみとすることも可能とする。 
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(ウ) 構成員および協力企業は、ＳＰＣから請け負った業務の一部について、第三者に委託し、または下請負人

を使用することができるが、その際は、当該委託または請負に係る契約の締結後、速やかに県に通知するこ

と。 

イ 構成員・協力企業・代表企業の選定 参加グループを構成する企業は、参加表明時に構成員または協力企業

のいずれの立場であるかを明らかにすること。また、構成員の中から代表企業を定め、代表企業が必ず参加表

明書の提出および入札手続を行うこと。 

ウ 複数業務の禁止 同一者が複数の業務に当たることを妨げないが、建設業務と工事監理業務については、同

一の者または資本面もしくは人事面において関連のある者が兼ねてはならない。 

※ 「資本面において関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、また

はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当

該企業の代表権を有する役員を兼ねている場合をいう。以下同じ。 

エ 複数提案の禁止 参加グループの構成員、協力企業およびこれらの企業と資本面または人事面において関連

のある者は、他の参加グループの構成員および協力企業になることができない。 

(2) 入札参加者の参加資格要件 入札参加者の構成員および協力企業は、次の入札参加資格要件を満たすこと。 

ア 入札参加者の参加資格要件（共通） 

(ア) 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

(イ) 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験およびノウハウを有していること。 

イ 入札参加者の参加資格要件（代表企業） 入札参加者に必要な資格等（令和８年滋賀県告示第262号）に規定

する資格を有すると認められて競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

ウ 入札参加者の参加資格要件（業務別） 設計、建設、工事監理、維持管理および運営の各業務に当たる者は、

上記アの要件に加えてそれぞれ次の資格要件を満たすこと。 

(ア) 設計業務に当たる者 設計業務に当たる者は構成員または協力企業とし、ａからｃまでの要件を満たすこ

と。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、設計業務に当たる者の中でａからｃまでの要件を満たし、全

ての者はａの要件を満たすこと。 

ａ 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っているこ

と。 

ｂ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間に完了した、延床面積3,000㎡以上（対象用途部

分に係る面積とする。）の公共施設（国または地方公共団体が整備、運営する施設）の新築または増築（増

築にあっては、増築部分の面積）に係る実施設計業務の実績（元請または共同企業体）があること。 

 なお、共同企業体の構成企業としての実績は、その共同企業体中最大の出資比率の場合のものに限る。 

ｃ 一級建築士である管理技術者（設計業務に当たる者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。な

お、恒常的な雇用関係とは、参加表明書の提出日において雇用期間が３か月以上経過していることをいう。）

を配置できること。やむを得ない事情があり、県が認めた場合は、同等の資格および実績を有する配置技

術者への変更を可とする。 

(イ) 建設業務に当たる者（建築） 建設業務のうち、建築工事を実施する者は構成員または協力企業とし、ａ

からｆまでの要件を満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも１者はａからｆまで

の要件を満たし、他の者はａおよびｆの要件を満たすこと。 

 なお、維持管理業務に当たる者や運営業務に当たる者が備品等調達および設置業務を担う場合、その維持

管理業務に当たる者や運営業務に当たる者はａからｆまでの要件のいずれも満たす必要がない。 

ａ 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条に規定する特定建設業の許可を有していること。 

ｂ ａの建設工事の種類として建築一式を有していること。 

ｃ 建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査を受けており、その審査結果（参加資格確認基準日

において有効であり、かつ、最新のものに限る。）における建築一式工事に係る総合評定値が1,100点以上

であること。 

ｄ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間に完了した、延床面積3,000㎡以上（対象用途部

分に係る面積とする。）の公共施設の新築または増築（増築にあっては、増築部分の面積）に係る建設業

務の実績（元請または共同企業体）があること。 

 なお、共同企業体の構成企業としての実績は、その共同企業体中最大の出資比率の場合のものに限る。 

ｅ 建設業法第26条第２項に規定する監理技術者（建設業務に当たる者（建築）と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある者で、同法第27条の18第１項の規定による建設工事業に係る監理技術者資格者証を有している
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者に限る。なお、恒常的な雇用関係とは、参加表明書の提出日において雇用期間が３か月以上経過してい

ることをいう。）を専任で配置できること。やむを得ない事情があり、県が認めた場合は、同等の資格お

よび実績を有する配置技術者への変更を可とする。 

ｆ ａの建設工事の種類に応じて建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査を受けており、その審

査結果（参加資格確認基準日において有効であり、かつ、最新のものに限る。）における総合評定値がそ

れぞれ下記区分のいずれかを満たすこと。 

建設工事の種類 総合評定値 

建築一式工事 910点以上 

電 気 工 事 800点以上 

管 工 事 840点以上 

(ウ) 建設業務に当たる者（造園） 建設業務のうち、造園工事を実施する者は構成員または協力企業とし、ａ

からｄまでの要件を満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、少なくとも１者はａからｄまで

の要件を満たし、他の者はａからｃまでの要件を満たすこと。 

ａ 建設業法第15条に規定する特定建設業の許可を有していること。 

ｂ ａの建設工事の種類として造園工事を有していること。 

ｃ 建設業法第27条の23第１項に規定する経営事項審査を受けており、その審査結果（参加資格確認基準日

において有効であり、かつ、最新のものに限る。）における造園工事に係る総合評定値が830点以上である

こと。 

ｄ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間に、官公庁発注の造園または公園の施工実績が

あること（コリンズで造園工事としての登録があるものに限る。）。なお、共同企業体の構成企業として

の実績は、その共同企業体中最大の出資比率の場合のものに限る。 

(エ) 工事監理業務に当たる者 工事監理業務に当たる者は構成員または協力企業とし、「(ア)設計業務に当たる

者」のａおよびｂの要件を満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、工事監理業務に当たる者

の中でａおよびｂの要件を満たし、全ての者はａの要件を満たすこと。 

 なお、b の「実施設計業務」については、「工事監理業務」と読み替える。 

(オ) 維持管理業務に当たる者 維持管理業務に当たる者は構成員または協力企業とし、ａからｃまでの要件を

満たすこと。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、維持管理業務に当たる者の中でａからｃまでの要件

を満たすこと。 

ａ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間において、同一の公園に係る維持管理業務を、

２年以上継続して履行した実績を有すること。なお、共同企業体または任意団体等の構成員としての実績

の場合は、代表企業として参加したものかつ当該公園部分の維持管理業務実績を有するものに限る。 

ｂ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間において、同一のスポーツ施設に係る維持管理

業務を、２年以上継続して履行した実績を有すること。なお、共同企業体または任意団体等の構成員とし

ての実績の場合は、代表企業として参加したものかつ当該スポーツ施設部分の維持管理業務実績を有する

ものに限る。 

ｃ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間において、同一の宿泊施設に係る維持管理業務

を、２年以上継続して履行した実績を有すること。なお、共同企業体または任意団体等の構成員としての

実績の場合は、代表企業として参加したものかつ当該宿泊施設部分の維持管理業務実績を有するものに限

る。 

(カ) 運営業務に当たる者 運営業務に当たる者は構成員または協力企業とし、ａからｃまでの要件を満たすこ 

と。ただし、本業務を複数の者で行う場合は、運営業務に当たる者の中でａからｃまでの要件を満たすこと。 

ａ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間において、同一の公園に係る運営業務を、２年

以上継続して履行した実績を有すること。なお、共同企業体または任意団体等の構成員としての実績の場

合は、代表企業として参加したものかつ当該公園部分の運営業務実績を有するものに限る。 

ｂ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間において、同一のスポーツ施設に係る運営業務

を、２年以上継続して履行した実績を有すること。なお、共同企業体または任意団体等の構成員としての

実績の場合は、代表企業として参加したものかつ当該スポーツ施設部分の運営業務実績を有するものに限

る。 

ｃ 平成23年４月１日から参加表明書の提出締切日までの間において、同一の宿泊施設に係る運営業務を、

２年以上継続して履行した実績を有すること。なお、共同企業体または任意団体等の構成員としての実績
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の場合は、代表企業として参加したものかつ当該宿泊施設部分の運営業務実績を有するものに限る。 

(3) 欠格事項 次のいずれかに該当する者は、入札参加者となることはできない。 

ア 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第９条各号のいず

れかに該当する者であること。 

イ 施行令第167条の４の規定に該当する者であること。 

ウ 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次のいずれかに該当する者であること。 

(ア) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者 

(イ) 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者 

(ウ) 破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされている者 

(エ) 会社法（平成17年法律第86号）に基づく特別清算開始の申立てがなされている者 

(オ) 銀行取引停止処分がなされている者 

エ 法人税、消費税、地方消費税、法人住民税および法人事業税を滞納している者であること。 

オ 滋賀県物品関係入札参加停止基準および滋賀県建設工事等入札参加停止基準に基づく入札参加停止を受けて

いる者であること。 

カ 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号に該当する者であること。 

キ 入札公告日以前３か月において、滋賀県発注の建築一式工事、電気設備工事、給排水冷暖房工事、造園工事

および建築設計等委託業務成績評定要領に規定する委託業務で評定点60点未満の成績評定通知を受けた者であ

ること。 

ク 県が本事業について、アドバイザリー業務を委託している以下の者および以下の者と資本面または人事面に

おいて関連のある者であること。 

(ア) パシフィックコンサルタンツ株式会社 

(イ) アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 

ケ 滋賀県ＰＦＩ事業者等選定委員会の委員が属する企業またはその企業と資本面または人事面において関連の

ある者が参加していること。 

(4) 参加資格の確認基準日 参加資格の確認基準日は、参加表明書の提出締切日とする。 

３ 入札手続等 

(1) 契約条項を示す場所 滋賀県交通まちづくり部ＴＨＥシガパーク推進課 〒520－8577 大津市京町四丁目１

番１号 電話 077－528－4169 電子メール rb0002@pref.shiga.lg.jp 

(2) 入札説明書および付属資料（以下「入札説明書等」という。）の交付期間および交付方法 

ア 交付期間 令和８年５月22日(金)から令和８年11月27日(金)まで 

イ 交付方法 滋賀県ホームページからダウンロードすること。 

ＵＲＬ：https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/bunakasports/bunkageizyutsu/342308.html 

(3) 説明会 

ア 開催日時 令和８年５月29日(金)午後１時30分から午後２時30分まで 

イ 開催場所 滋賀県希望が丘文化公園 青年の城（蒲生郡竜王町薬師1178） 

ウ 申込方法 所定の様式を電子メールにて提出すること。 

エ 申込期限 令和８年５月27日(水)午後３時まで 

オ 提出先  (1)に示す場所 

(4) 参加表明書（資格審査申請書）の提出 代表企業として本事業の入札に参加することを予定している構成員は、

代表企業として参加表明書（資格審査申請書）を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの確認を受

けること。なお、必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この

入札に参加することができない。 

ア 提出期間 令和８年７月３日(金)から令和８年７月８日(水)まで（土曜日および日曜日を除く。）の午前９

時から午後５時までとし、令和８年７月８日は午後３時までとする（ただし、持参の場合は正午から午後１時

までを除く。）。 

イ 提出方法 持参または郵送（配達の記録が残る方法に限るものとし、提出期間内に必着すること。）による

ものとする。 

ウ 提出先 (1)に示す場所 

エ 提出書類 

(ア) 競争入札参加資格審査申請書 
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(イ) 登記事項証明書（申請をする日において発行後３か月を経過していないものに限る。）またはその写し 

(ウ) 法人税、消費税および地方消費税に未納がないことを証する納税証明書（申請をする日において発行後３

か月を経過していないものに限る。）またはその写し 

(エ) 営業所等の長に競争入札に関する権限を委任する者にあっては、その委任状 

(5) 入札参加資格確認結果の通知 入札参加資格の確認結果は、参加表明書（資格審査申請書）を提出した入札参

加希望者の代表企業に対して、令和８年８月５日(水)までに書面により通知する。 

(6) 入札および開札の日時等 入札参加資格の確認を受けた入札参加者は、本事業に関する事業計画等の提案内容

を記載した入札提出書類（提案書）を次のとおり提出すること。なお、アの提出期間に入札提出書類を提出しな

い場合は、入札に参加できない。また、入札回数は１回とする。 

ア 提出期間 令和８年11月16日(月)から令和８年11月30日(月)まで（土曜日、日曜日および祝日を除く。）の

午前９時から午後５時までとし、令和８年11月30日は午後３時までとする（ただし、持参の場合は正午から午

後１時までを除く。）。 

イ 提出方法 持参または郵送（配達の記録が残る方法に限るものとし、提出日時までに必着すること。）によ

るものとする。 

ウ 提出先 (1)に示す場所 

エ 入札提出書類の作成方法等 入札説明書による。 

オ 開札日時 令和８年12月１日(火)午後３時 

カ 開札場所 大津合同庁舎３階入札室（大津市松本一丁目２番１号） 

なお、当該開札においては予定価格を超えていないことを確認し、入札価格の公表は行わない。 

(7) ヒアリング 入札提出書類の審査に当たって、入札参加者に対してヒアリングを実施する。実施時期は令和９

年２月頃を予定している。実施日時および実施場所等の詳細は、事前に代表企業に通知する。 

(8) 入札参加に伴う費用負担 入札参加に伴う費用は、全て入札参加者の負担とする。 

(9) 入札方法等 

ア 入札執行方法 入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則（平

成７年滋賀県規則第92号）の規定によるものとする。 

イ 入札書の記載方法等 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税および地方消費税に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額から消費税および地方消費税に相当する額を控除した金額を入札書に記載す

ること。 

(10) 入札保証金および契約保証金 

ア 入札保証金 免除 

イ 契約保証金 納付すること。ただし、詳細については事業契約書（案）を参照すること。 

(11) 契約書作成の要否 要 

(12) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、県により入札参加資格の確認を受けた者であ

っても、確認の後、入札参加資格を失った場合は、入札を無効とする。 

ア 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 

イ 資格審査申請書、提出した資料等に虚偽の記載をした入札 

ウ 入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

４ 審査 県は、落札者選定に当たり学識経験者等で構成される選定委員会を設置する。入札提出書類をもって入札

に参加し、予定価格の制限の範囲内の有効な入札を行った者の提案について、選定委員会は、加点審査点および価

格審査点の合計点を総合評価点とし、総合評価点の最も高い提案を最優秀提案として選定する。総合評価点の最も

高い提案が２以上ある場合は、加点審査点が最も高い提案を最優秀提案として選定する。加点審査点が同点の場合、

「(1)エ 開業準備業務に関する事項」、「(1)オ 維持管理業務に関する事項」および「(1)カ 運営業務に関する事

項」の合計点数が高い提案を最優秀提案として選定する。上記を考慮してもなお、総合評価点が同点扱いとなる提

案が２以上ある場合には、当該入札参加者によるくじ引きにより最優秀提案を決定する。 

(1) 加点審査の評価項目および配点 予定価格の制限の範囲内の有効な入札を行った者の提案内容について(ア)から

(ユ)までの評価項目ごとの評価基準に従い点数を付与し、その合計値を加点審査点（最大700点）とする。付与する

点数は、評価に応じ、評価項目ごとの配点にＡ評価1.00、Ｂ評価0.75、Ｃ評価0.50、Ｄ評価0.25またはＥ評価0.00

を乗じて得た値とする。 
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ア 事業全体に共通する事項  

(ア) 本公園のコンセプト・事業の取組方針等 配点35点 

イ 統括管理業務に関する事項 

(イ) 統括マネジメント業務 配点20点 

(ウ) セルフモニタリング 配点15点 

ウ 設計業務および建設業務に関する事項 

(エ) 取組方針・実施体制 配点20点 

(オ) ユニバーサルデザイン 配点20点 

(カ) 木材の活用 配点40点 

(キ) 公園施設（全体計画） 配点30点 

(ク) 公園施設（キャンプサイト） 配点30点 

(ケ) 公園施設（多目的広場） 配点20点 

(コ) 新宿泊研修施設（意匠・景観計画） 配点20点 

(サ) 新宿泊研修施設（宿泊機能） 配点20点 

(シ) 新宿泊研修施設（研修機能） 配点20点 

(ス) 新宿泊研修施設（ダビデ像展示施設） 配点５点 

(セ) 新宿泊研修施設（環境配慮） 配点20点 

(ソ) 施工計画（工程計画） 配点20点 

(タ) 施工計画（環境保全） 配点15点 

エ 開業準備業務に関する事項 

(チ) 供用開始後を見据えた計画 配点20点 

(ツ) 施設ごとの事前広報・開業イベント 配点15点 

オ 維持管理業務に関する事項 

(テ) 取組方針・実施体制 配点20点 

(ト) 維持管理業務の実施内容 配点25点 

(ナ) 駐車場および駐輪場管理業務 配点15点 

(ニ) 修繕・更新および事業終了時の引き渡し 配点10点 

カ 運営業務に関する事項 

(ヌ) 取組方針・実施体制 配点15点 

(ネ) 運営業務の工夫（ＤＸの推進） 配点10点 

(ノ) 運営業務の工夫（継続雇用） 配点20点 

(ハ) 運営業務の工夫（近隣施設等との連携） 配点10点 

(ヒ) 運営業務の実施内容 配点15点 

(フ) 広報・ＰＲ業務 配点10点 

(へ) 主催事業実施業務 配点25点 

(ホ) 園内移動の円滑化業務 配点15点 

(マ) 自主事業 配点20点 

キ 事業計画に関する事項 

(ミ) 事業全体スケジュール 配点10点 

(ム) 実施体制 配点15点 

(メ) 資金計画および収支計画 配点25点 

(モ) プロフィットシェアの再投資に関する考え方 配点５点 

(ヤ) リスクへの対応 配点10点 

(ユ) 県内企業（県内に本社を有する企業を指す。）等の活用 配点40点 

(2) 価格審査の点数化方法 入札金額を次の方法で得点化する。価格審査点の計算に当たっては、小数点第２位以

下を四捨五入する。 

価格審査点＝価格審査の配点（300点）×最も低い入札参加者の入札金額（税抜）÷入札参加者の入札金額（税

抜） 

５ 落札者の決定 県は、選定委員会の選定結果をもとに落札者を決定する。 

６ 契約の締結 
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(1) 基本協定の締結 県と落札者は、入札説明書等および入札提出書類に基づき基本協定を締結する。この基本協

定の締結により、落札者を選定事業者とする。 

(2) 仮契約の締結 県は、基本協定に基づいて選定事業者が設立したＳＰＣと本事業についての仮契約を締結する。 

(3) 事業契約に係る議会の議決 仮契約は、県議会の議決を経て本契約となる。 

７ その他  

(1) 契約手続において使用する言語、通貨および時刻 日本語、日本国通貨および日本標準時とする。 

(2) 支払条件 事業契約書に基づき支払いを行う。なお、前金払は行わない。部分払は行う。 

(3) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年滋賀県告示第80号）に基づき当該調達

に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達

苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが

ある。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

８ Summary 

(1) Name of the project：Shiga Prefecture Kibogaoka Cultural Park Revitalization Project  

(2) Deadline for documents intent on bidding participation：July ８，2026，at ３ p.m. Japan time 

(3) Deadline for bidding documents and proposal documents：November 30，2026，at ３ p.m. Japan time 

(4) For further information，contact：Office for the ＂THE Shiga Park＂ Promotion Division，Department of 

Transportation and City planning，Shiga Prefectural Government，４－１－１ Kyomachi，Otsu－shi，Shiga，

520－8577，Japan，TEL ＋81－77－528－4169 

 

一般競争入札の公告 

捜査書類決裁システム機器等の賃貸借について、次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の６第１項の規定により公告する。 

令和８年５月22日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 入札に付する事項 

(1) 借入物品名および数量 捜査書類決裁システム機器等（搬入等を含む。） 一式 

(2) 借入物品の仕様等 仕様書による。 

(3) 借入期間および搬入期間  

ア 借入期間 令和９年３月１日(月)から令和14年２月29日(日)まで 

イ 搬入期間 契約締結日から令和９年２月28日(日)まで 

(4) 借入場所 契約書（案）による。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 施行令第167条の４に規定する者に該当しない者であること。 

(2) 滋賀県財務規則（昭和51年滋賀県規則第56号）第195条の２各号のいずれにも該当しない者であること。 

(3) 滋賀県物品関係入札参加停止基準による入札参加停止の措置期間中でないこと。 

(4) 入札参加者に必要な資格等（令和８年滋賀県告示第31号）に規定する資格を有すると認められて、競争入札参

加資格者名簿に次のように登録されている者であること。 

ア 営業種目 大分類：役務 中分類：リース・レンタル 

イ 地域要件 問わない。 

新たに入札参加資格を得ようとする者は、滋賀県物品・役務電子調達システムまたは次に示す場所において資

格審査の申請を行うこと。なお、申請は随時受け付けるが、審査および登録に時間を要するため、申請の時期に

よってはこの公告に係る入札の手続に間に合わないことがある。 

滋賀県会計管理局管理課 〒520－8577 大津市京町四丁目１番１号 電話 077－528－4314 

３ 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査の申請書類等 この入札に参加を希望する者は、次の(1）

から(3)までに示すとおり必要とする書類を提出し、この入札に参加する資格を有するかどうかの審査を受けること。

必要とする書類を期限までに提出しなかった者または入札参加資格がないと認めた者は、この入札に参加すること

ができない。 

(1) 必要とする書類 入札参加資格確認申請書、機能証明書および機器等・役務リスト 

(2) 提出期限 令和８年６月12日(金)午後４時まで 
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(3) 提出場所 滋賀県物品・役務電子調達システムまたは滋賀県警察本部警務部会計課用度係 〒520－8501 大津

市打出浜１番10号 

４ 入札執行の日時、場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所および問合せ先 滋賀県警察本部警務部会計

課用度係 〒520－8501 大津市打出浜１番10号 電話 077－522－1231（内線2263） 

(2) 契約条項を示す期間 令和８年５月22日(金)から同年７月15日(水)まで（土曜日および日曜日を除く。）の午

前９時から午後５時までおよび同月16日(木)の午前９時から午後１時まで 

(3) 入札説明書の交付方法 入札説明書は、(1)に示す場所、滋賀県物品・役務電子調達システムまたは郵送により

交付する。なお、郵送による交付を希望する場合の送料は、自己負担とする。 

(4) 入札説明会 行わない。 

(5) 入札書の受領期限 令和８年７月16日(木)午後１時まで 

(6) 入札書の提出方法  

ア 電子入札による場合 滋賀県物品・役務電子調達システムを利用し、(5)の入札書の受領期限までに入札する

こと。 

イ 持参による場合 紙の入札書を(5)の入札書の受領期限までに(1)に示す場所に持参すること。 

ウ 郵便による場合 紙の入札書を(5)の入札書の受領期限までに(1)に示す場所に必着させること。なお、書留郵

便に限るものとし、この場合の送料は自己負担とする。 

(7) 開札の日時および場所 令和８年７月16日(木)午後 1 時30分 滋賀県物品・役務電子調達システムによる。 

５ 入札方法等  

(1) 入札執行については、滋賀県財務規則および滋賀県特定調達契約の手続等に関する規則（平成７年滋賀県規則

第92号）の規定による。 

(2) 入札金額は、総賃貸借料の総額を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金 

額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。詳細につ

いては入札説明書による。 

６ 保証金 入札保証金および契約保証金については、免除する。 

７ 契約書の作成の要否 要 

８ 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

(1) 滋賀県財務規則第199条の規定に該当する入札 

(2) 虚偽の申請を行った者のした入札 

９ 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行できると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則

の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 

10 支払条件 前金払および部分払は行わない。 

11 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 

12 その他必要事項 

(1) 代理人が入札する場合は、入札書と同時に委任状を入札執行者に提出しなければならない。なお、この場合の

入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所および氏名を記入し、同じ印を押印すること。ただし、

滋賀県物品・役務電子調達システムにより入札する場合は、受任者が承認を受け、当該システムに委任情報を登

録された代理人に限る。 

(2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がないときには、再度の入札を行うことがある。なお、無効の入

札をした者は、再度の入札に参加することができない。 

(3) 落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。 

(4) 入札参加者は、滋賀県特定調達に関する苦情の処理手続要綱（平成８年滋賀県告示第80号）に基づき当該調達

に関する苦情申立てをすることができる。なお、当該調達に関する苦情申立てがあった場合は、滋賀県特定調達

苦情検討委員会からの要請または提案により、契約の締結もしくは執行を停止し、または契約を解除することが

ある。 

(5) その他詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Nature and quantity of the products to be leased：Investigation Document Approval System（including 
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delivery and related services），１ set 

(2) Deadline for tender：13：00，July 16，2026 

(3) For further information，contact：Finance Division，Police Administration Department，Shiga Prefectural 

Police Headquarters，１－10 Uchidehama，Otsu－shi，Shiga 520-8501 Japan TEL 077－522－1231

（Extension 2263） 

 

県 税 事 務 所 公 告 

 

軽油引取税免税軽油使用者証無効公告 

次のとおり軽油引取税の免税軽油使用者証を亡失した旨の届出があったので、亡失の日以後は無効とする。 

令和８年５月22日 

 滋賀県東北部県税事務所長 中 田 勇 一 

 

業 種 記 号 ・ 番 号 有 効 期 限 
免税軽油使用者証に記載された  

使用者の所在地および氏名（名称） 
亡失年月日 

農 業 
滋 賀 県 

第0600008号 
令和９.３.31 

長浜市高月町落川117 

雨森市之進 
令和８.５.８ 

 

教 育 委 員 会 教 育 長 告 示 

 

滋賀県教育委員会教育長告示第１号 

令和８年度教科書展示会を次のとおり開催する。 

令和８年５月22日 

 滋賀県教育委員会教育長 村 井 泰 彦 

 

展示会場所在地 展示期間 開催時間等 

大津教科書センター 

大津市本丸町６－50 

大津市生涯学習センター４階 

６月２日から６月30日まで 

（６月６日、７日、８日、13日、14日、15日、 

20日、21日、22日、27日、28日、29日を除く。） 

午前９時から午後５時まで 

彦根教科書センター 

彦根市元町４－２ 

彦根市役所１階 

彦根市役所内 

６月２日から６月16日まで 

（６月６日、７日、13日、14日を除く。） 

午前９時から午後４時30分 

まで 

長浜教科書センター 

長浜市高田町12－34 

長浜市立長浜図書館内 

６月１日から６月29日まで 

（６月２日、９日、16日、23日、25日を除く。） 

午前10時から午後８時まで 

（平日） 

午前10時から午後６時まで 

（土日祝） 

近江八幡教科書センター 

近江八幡市宮内町100 

近江八幡市立近江八幡図書館内 

６月３日から６月28日まで 

（６月８日、９日、15日、16日、22日、23日を 

除く。） 

午前10時から午後６時まで 

草津教科書展示会場 

草津市草津町1547 

草津市立図書館内 

６月４日から６月26日まで 

（６月９日、16日、23日、24日を除く。） 

午前10時から午後６時まで 

（最終日６月26日のみ午前 

10時から正午まで） 

栗東教科書展示会場 

栗東市綣２－４－５ 

ウイングプラザ２階 

栗東市立栗東西図書館内 

６月２日から６月19日まで 

（６月８日、15日を除く。） 

午前10時から午後６時まで 

（平日） 

午前10時から午後５時まで 

（土日） 

甲賀教科書展示会場 

甲賀市甲南町深川1865 

甲南図書交流館内 

６月３日から６月28日まで 

（６月８日、９日、15日、16日、22日、23日、 

24日を除く。） 

午前10時から午後６時まで 

湖南教科書展示会場 

湖南市中央五丁目50 

湖南市立甲西図書館内 

６月３日から６月28日まで 

（８日、９日、15日、16日、17日、18日、19日、

20日、21日、22日、23日、24日、25日、26日を 

除く。） 

午前10時から午後６時まで 
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高島教科書展示会場 

高島市今津町舟橋二丁目３－１ 

高島市立今津図書館内 

６月３日から６月28日まで 

（６月４日、８日、９日、15日、16日、22日、 

23日を除く。） 

午前10時から午後６時まで 

（３日のみ午後２時から午 

後６時まで） 

東近江教科書センター 

東近江市横溝町1967 

東近江市立湖東図書館内 

６月１日から６月29日まで 

（６月２日、９日、16日、23日、26日を除く。） 

午前10時から午後６時まで 

（木曜日を除く） 

午前10時から午後８時まで 

（木曜日） 

（初日６月１日のみ午後１ 

時から午後６時まで） 

（最終日６月29日のみ午前 

10時から午後５時まで） 

米原教科書センター 

米原市顔戸281－１ 

米原市立近江図書館内 

６月18日から７月５日まで 

（６月23日、25日、30日を除く。） 
午前10時から午後６時まで 

日野教科書センター 

蒲生郡日野町松尾1655 

日野町立図書館内 

６月３日から６月28日まで 

（６月８日、９日、15日、16日、22日、23日、 

25日を除く。） 

午前10時から午後６時まで 

（金曜日を除く） 

午前10時から午後８時まで 

（金曜日） 

竜王教科書センター 

蒲生郡竜王町綾戸1021 

竜王町立図書館内 

６月３日から６月26日まで 

（６月８日、９日、15日、16日、17日、18日、 

19日、 

20日、22日、23日を除く。） 

午前10時から午後６時まで 

愛荘教科書展示会場 

愛知郡愛荘町安孫子822 

愛荘町立秦荘図書館内 

６月６日から６月30日まで 

（６月11日、12日、18日、19日、25日、26日を 

除く。） 

午前10時から午後６時まで 

中央教科書センター 

野洲市北桜978－95 

滋賀県総合教育センター内 

６月２日から６月30日まで 

（６月８日、15日、22日、29日を除く。） 
午前９時から午後５時まで 
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